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土
　体 験 保 育

10：00～12：00

～どなたでも～

「寒くても心はポッカポカ！」をテーマに

どなたでもおいで下さい。
金

２月の主な活動

  2月　6日 土
同じ年齢のクラスに入って

いっしょにあそびましょう。

　体 験 保 育

10：00～12：00

～お気軽にどうぞ～

　入園・見学についての相談もどうぞ。

・火～土の13時～16時までは、園内開放しています  育児相談（月～土）9：00～18：00

  2月 26日 金

　ので、親子でご来園下さい。

  2月 26日

　しつけや子育てについての悩み、保育園生活

　（但し、月・日曜・祭日は休み）

　健康育児相談

11：00～12：00

園医師（小児科医）にゆっくり相談できます。

　　　　　　　　　　　　　　　（要予約）

出産予定の方も子育て体験においでください。

  2月 27日

  2月 23日 火
　香川みすゞさんの会

14：00～16：00

つまむことで粘土が広がり、変化していく

大塩幸子氏（路上の杖の会）に「更生保護

聞いたり、フリートークをします。

形を楽しみましょう。（予約要　2/6まで）
  2月 13日

14：00～16：00

からみた定着支援にかかわって」のお話を

　おはなしの会

10：00～11：00
大型絵本やパネルシアターをします。

土
　おとなアート
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    育休退園を考える  

～育休中も上の子を預けたい～ 

 ２人目、３人目の子どもを出産して育児休業を取った保護者は家で子育てが

できるはず   そんな理由で、保育園に通う上の子どもを退園させる「育休

退園」。この制度をやめる自治体が増える一方で、続ける自治体もあります。 

各地の保護者たちを訪ね、育休退園をめぐる課題を考えました。 

  

   育休退園をやめる自治体 

朝日新聞が、全国の２０政令指定都 

市に尋ねたところ、保護者が育休に入 

ると、上の子が一定の年齢以下なら即 

退園になるのは、現時点では、静岡、 

岡山、熊本の３市。仙台や横浜など９ 

市は年齢制限を設けず、下の子が１歳 

や１歳半になるまで上の子が在園でき 

る。育休退園なしは、さいたま市や京 

都市など８市あった。 

 静岡市葵区の会社員女性（３３）は 

今月、第２子を出産した。女性は産休 

から育休に切り替わる来年１月末に、 

今は保育園に預けている長男（２）を 

退園せざるを得ないと覚悟していた。 

 しかも、復職後に元の保育園に戻せ 

るかどうかについて園に尋ねても、返 

ってきた答えは、「空き状況によります。 

確実とは言い切れません」。２人の子ど 

もを毎朝別々の園に預けて、夕方にまた別々の園に一人一人を迎えに行く。 

それでは仕事にならない。不安でいっぱいだった。 



ところが、静岡市は１０月末、育休退園の廃止を決めた。長男は平成２８年

度も在園できる見込みとなり、「ホッとした」と喜ぶ。 

静岡市は育休退園してもらうことで、園の定員に空きをつくり、待機児童を

入れてきた。平成２６年度は１８１人、平成２７年度も 9 月末までに８６人が

退園した。その一方、待機児童は１４１人（平成２７年４月１日時点）いた。 

 静岡市によると、平成２８度の入園希望者（１０月１日～１５日受付分）は

前年同期から１５０人減。こども園の新設などで、０～２歳の子ども３２６人

分の定員増も見込み、育休退園を廃止しても待機児童の増加にはならないと判

断した。市は育休退園が少子化対策を進める上で足かせになると考えており、

「第２子、第３子と産み育てやすい環境を確保したい。」 

 岡山は平成２８年度から即退園をやめる。埼玉県所沢市で 6 月、育休退園は

違法として、保護者が市に退園の取り消しを求める訴訟を起こした。この後、

岡山市に保護者から批判の声が届くようになったという。岡山市の担当課は

「退園する子どものことを考えずに運用してきた。子どもの視点が欠けており、

問題意識もなかった」と振り返る。 

 岡山市は 9 月、平成２８年度から年齢制限をなくし、下の子が１歳になるま

で、上の子が引き続き在園できるように変えることにした。育休期間が１年の

保護者が多いことが主な理由だ。 

 ※なお、高松市は、育休復帰証明書を提出し、１年後復帰する条件が整えば

上の子もそのまま継続できる。 

 

  女性の取得率増加 

 平成８年度 ４９.１％ から平成 26 年度 ８６.６％ 

 育休中は家にいるわけだし、自分で子どもを見るのは当たり前なのでは 

育休退園をめぐって、そんな意見は少なくない。実際、育休退園を求める自治

体は、以前からあった。なぜ、注目されるようになってきたのだろうか？ 

 大きな理由の一つは、そもそも育休を取る保護者、特に母親が増えたことだ。 

 平成４年に育児休業法（現在の育児・介護休業法）が施行された。平成２１

年には雇用主に復業後の短時間勤務制度を義務づける法改正などがあり、育休

がとりやすくなった。 



 厚生労働省によると、女性の育児休業の取得率は現在の調査方法になった平

成８年度に４９．１％だったが、平成２６年度には８６.６％に上昇した。 

 一方で、その母親の孤立は深まっている。核家族化は一段と進み、児童のい

る３世代世帯は平成７年の２６.９％から、平成２６年に１７.５％へと下がっ

た。ともに子育てに取り組むべき男性の育休取得は伸び悩んでいる。 

 つまり、仕事、子育て両方の負担が女性にのしかかり、保育園の役割が大き

くなっているという構図がある。また、待機児童が解消されていない自治体で

は、復職時に子どもが保育園に戻れるのかという不安もある。 

 

  継続利用可能 厚労省が通知 

 厚労省は「育休中は家庭で保育が可能」という立場だ。しかし、育休を取る

保護者の増加などに伴い、平成２７年４月施行の子ども・子育て支援法や厚労

省の各自治体への通知で、保護者が育休中でも、在園している上の子は、継続

して利用可能と明記した。 

 ただ、条文に「（市町村が）児童福祉の観点から必要があると認める場合」「地

域における保育の実情を踏まえた上で」とも付け加え、自治体に運用を任せて

いる。自治体ごとに待機児童や受け皿の整備状況などが違うためだ。 

 育休退園について、厚労省は各自治体の運用状況を把握していない。 

厚労省保育課は「地域によって事情が異なる。地方に裁量を持たせる流れの中

で、国からアクションを起こすのは難しい」としている。 

              平成 27年 11月 25日（水）朝日新聞より 

 

 

 

 


